
                           議 案 第 ２ ６ 号     

      磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

    磐田市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。    

     令和７年２月１４日提出 

                       磐田市長 草 地 博 昭      
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   磐田市手数料条例の一部を改正する条例    

 磐田市手数料条例（平成１７年磐田市条例第６７号）の一部を次のように

改正する。 

 別表建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に基づ

く建築物の建築等に関する確認の申請又は同法第１８条第２項の規定に基づ

く建築物の建築等に関する計画の通知の項から建築基準法第７条の３第１項

の規定に基づく建築物の中間検査の申請又は同法第１８条第１９項の規定に

基づく建築物の特定工程の通知の項までを次のように改める。 

建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第６条第１

項の規定に基づく建築物の

建築等に関する確認の申請

又は同法第１８条第２項の

規定に基づく建築物の建築

等に関する計画の通知 

建 築 物 の 床 面 積 の 合

計 が ３ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 下 の と き は １

１ ， ０ ０ ０ 円 、 ３ ０

平 方 メ ー ト ル を 超 え

１ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以 下 の と き は １ ８ ，

０ ０ ０ 円 、 １ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超 え ２

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以

下 の と き は ２ ７ ， ０

０ ０ 円 、 ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超 え ５ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 下

の と き は ３ ８ ， ０ ０

０ 円 、 ５ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超 え る と き

は ６ ８ ， ０ ０ ０ 円 と

する。 

た だ し 、 計 画 変 更

、 移 転 、 大 規 模 の 修

繕 又 は 大 規 模 の 模 様

替 え の 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 部 分 の 床 面

積 の ２ 分 の １ に つ い

１申請又は１通知につ

き１件とする。なお、

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第

５号）第２条第１項第

１号又は第２項の規定

が 適 用 さ れ る 建 築 物

（認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に

記載された他の建築物

を除く。）が含まれる

場合は、適用される建

築物１棟ごとに、左欄

に 掲 げ る 金 額 に 加 え

て、次の額の手数料を

加算し、納付するもの

とする。 

一戸建ての住宅（人の

居住の用以外の用途に

供する部分を有しない

ものに限る。以下この

部及び次の次の次の部

において同じ。）のと
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て 算 定 し た 額 と す

る。 

き は １ ３ ， ０ ０ ０ 円

（ 計 画 変 更 の と き は

６，０００円） 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分（人の

居住の用に供する部分

（共用廊下、共用階段

その他の市長が共用部

分と認めるもの（以下

この部及び次の次の次

の部において「共用部

分 」 と い う 。 ） を 除

く。）をいう。以下こ

の部及び次の次の次の

部において同じ。）で

あって、申請又は通知

に係る戸数が１戸のと

き は １ ３ ， ０ ０ ０ 円

（ 計 画 変 更 の と き は

６，０００円）、２戸

以上５戸以下のときは

２４，０００円（計画

変更のときは１２，０

００円）、６戸以上の

ときは３４，０００円

（計画変更のときは１

７，０００円） 

建 築 基 準 法 第

８ ７ 条 の ４ に

お い て 準 用す

る同 法第 ６条

第１ 項の 規定

に基 づく 建築

設備 に関 する

小荷物専用

昇降機 

９ ， ０ ０ ０ 円 。 た だ

し、計画変更の場合に

あっては、６，０００

円とする。 

１建築設備につき１件

とする。 

その他の建

築設備 

２０，０００円。ただ

し、計画変更の場合に

あっては、１０，００
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確 認 の 申 請 又

は 同 法 第 ８ ７

条 の ４ に おい

て準 用す る同

法第 １８ 条第

２項 の規 定に

基づ く建 築設

備に 関す る計

画の通知 

０円とする。 

建築基準法第８８条第１項

において準用する同法第６

条第１項の規定に基づく工

作物の築造に関する確認の

申請又は同法第８８条第１

項において準用する同法第

１８条第２項の規定に基づ

く工作物の築造に関する計

画の通知 

１７，０００円。ただ

し、計画変更の場合に

あっては、９，０００

円とする。 

１工作物につき１件と

する。 

建 築 基 準 法 第

７ 条 第 １ 項 の

規 定 に 基 づく

建築 物の 完了

検査 の申 請又

は同 法第 １８

条第 ２０ 項の

規定 に基 づく

建築 物の 完了

の通知 

建 築 基 準

法 第 ７ 条

の ３ 第 １

項 又 は 第

１ ８ 条 第

２ ９ 項 の

検 査 を 受

け た 建 築

物 

建 築 物 の 床 面 積 の 合

計 が ３ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 下 の と き は １

４ ， ０ ０ ０ 円 、 ３ ０

平 方 メ ー ト ル を 超 え

１ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

以 下 の と き は １ ８ ，

０ ０ ０ 円 、 １ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル を 超 え ２

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以

下 の と き は ２ ２ ， ０

０ ０ 円 、 ２ ０ ０ 平 方

メ ー ト ル を 超 え ５ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 下

の と き は ３ １ ， ０ ０

０ 円 、 ５ ０ ０ 平 方 メ

１申請又は１通知につ

き１件とする。なお、

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法

律第５３号）第１０条

第１項の規定が適用さ

れる建築物（建築基準

法第６条の４第１項第

３号に掲げる建築物及

び建築基準法施行規則

（昭和２５年建設省令

第４０号）第４条第１

項第４号ハの検査報告

書又はその写しを提出

する場合を除く。）１
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ー ト ル を 超 え る と き

は ５ ２ ， ０ ０ ０ 円 と

す る 。 た だ し 、 移

転 、 大 規 模 の 修 繕 又

は 大 規 模 の 模 様 替 え

の 場 合 に あ っ て は 、

当 該 部 分 の 床 面 積 の

２ 分 の １ に つ い て 算

定した額とする。 

棟ごとに、左欄に掲げ

る金額に加えて、次の

額の手数料を加算し、

納付するものとする。 

一戸建ての住宅のとき

は３，０００円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分であっ

て、申請又は通知に係

る戸数が１戸のときは

３，０００円、２戸以

上 ５ 戸 以 下 の と き は

４，０００円、６戸以

上のときは１０，００

０円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の共用部分（建築

物エネルギー消費性能

基 準 等 を 定 め る 省 令

（平成２８年経済産業

省、国土交通省令第１

号）第４条第３項第１

号又は第１３条第３項

第１号の規定を適用す

る 建 築 物 の 場 合 に 限

る。）であって、床面

積の合計が１００平方

メートル以下のときは

２，０００円、１００

平方メートルを超える

ときは３，０００円 

一戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分及び共

用部分以外の部分又は
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その他の建築物であっ

て、工場等（工場、倉

庫その他エネルギーの

使用状況がこれらに類

するものをいう。以下

こ の 部 に お い て 同

じ。）の用途に供する

部分を除く部分の床面

積の合計が１００平方

メートル以下のときは

２，０００円、１００

平方メートルを超え２

００平方メートル以下

の と き は ３ ， ０ ０ ０

円、２００平方メート

ルを超えるときは５，

０００円 

一戸建ての住宅以外の

住宅又はその他の建築

物であって、工場等の

用途に供する部分のと

きは１，０００円 

その他の建

築物 

建築物の床面積の合計

が３０平方メートル以

下のときは１５，００

０円、３０平方メート

ルを超え１００平方メ

ートル以下のときは１

９，０００円、１００

平方メートルを超え２

００平方メートル以下

のときは２４，０００

円、２００平方メート

ルを超え５００平方メ
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ートル以下のときは３

３，０００円、５００

平方メートルを超える

ときは５５，０００円

と す る 。 た だ し 、 移

転、大規模の修繕又は

大規模の模様替えの場

合にあっては、当該部

分の床面積の２分の１

について算定した額と

する。 

建 築 基 準 法 第

８ ７ 条 の ４ に

お い て 準 用す

る同 法第 ７条

第１ 項の 規定

に基 づく 建築

設備 の完 了検

査の 申請 又は

同法 第８ ７条

の４ にお いて

準用 する 同法

第１ ８条 第２

０項 の規 定に

基づ く建 築設

備の 完了 の通

知 

小荷物専用

昇降機 

１８，０００円 １建築設備につき１件

とする。 

その他の建

築設備 

３０，０００円

建築基準法第８８条第１項

において準用する同法第７

条第１項の規定に基づく工

作物の完了検査の申請又は

同法第８８条第１項におい

て準用する同法第１８条第

２０項の規定に基づく工作

２２，０００円 １工作物につき１件と

する。 



- 7 - 

物の完了の通知 

建築基準法第７条の３第１

項の規定に基づく建築物の

中間検査の申請又は同法第

１８条第２８項の規定に基

づく建築物の特定工程の通

知 

建築物の床面積の合計

が３０平方メートル以

下のときは１４，００

０円、３０平方メート

ルを超え１００平方メ

ートル以下のときは１

６，０００円、１００

平方メートルを超え２

００平方メートル以下

のときは２２，０００

円、２００平方メート

ルを超え５００平方メ

ートル以下のときは３

０，０００円、５００

平方メートルを超える

ときは５０，０００円

とする。 

１申請又は１通知につ

き１件とする。 

建築基準法第７条の６第１

項第１号若しくは第２号又

は第１８条第３８項第１号

若しくは第２号（同法第８

７条の４又は第８８条第１

項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく仮

使用の認定の申請 

１２０，０００円 １申請又は１通知につ

き１件とする。 

 別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第５条第１項から第７項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等に係

る認定の申請の項から建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条の軽微変更該当証明書の

交付申請の項までを次のように改める。 
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長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

２

０

年

法

律

第

８

７

号

）

第

５

条

住 宅

を 新

築 す

る 場

合 

一 戸

建 て

の 住

宅（ 

人 の

居 住

の 用

以 外

の 用

途 に

供 す

る 部

分 を

有 し

な い

も の

に 限

る 。

以 下

こ の

部 及

び 次

の 部

に お

い て

同 じ

。 ）

住宅性能

評価書（

住宅の品

質確保の

促進等に

関する法

律（平成

１１年法

律第８１

号）第５

条第１項

に規定す

る評価書

をいう。

以下この

部及び次

の部にお

いて同じ

。）又は

確認書（

住宅の品

質確保の

促進等に

関する法

律第６条

の２第３

項に規定

する確認

書をいう

。以下こ

の部及び

次の部に

おいて同

じ。）を

１５，０００円 １申請につき１件とす

る。なお、長期優良住

宅の普及の促進に関す

る法律第６条第２項の

規定による申出の場合

は、建築基準法第６条

第１項の規定に基づく

建築物の建築等に関す

る確認の申請又は同法

第１８条第２項の規定

に基づく建築物の建築

等に関する計画の通知

の項の手数料を左欄の

金額に加算し、手数料

を 納 付 す る も の と す

る。 
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第

１

項

か

ら

第

７

項

ま

で

の

規

定

に

基

づ

く

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

に

係

る

認

定

添付する

場合 

 住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

５１，０００円

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合 

一棟当たりの申請に係

る戸数（以下この部及

び次の部において「申

請戸数」という。）が

１戸のもの 

１５，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

２６，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

４１，０００円

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 

５１，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

１１５，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

１８３，０００円

住 宅

を 新

築 す

る 場

一 戸

建 て

の 住

宅 

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

２２，０００円
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の

申

請

合 以

外 の

場合 

る場合 

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

７５，０００円

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合 

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 

２２，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

３７，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

６０，０００円

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 

７５，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

１７２，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

２７３，０００円

長

期

優

良

住

宅

の

普

住 宅

を 新

築 す

る 場

合 

一 戸

建 て

の 住

宅 

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合 

１２，０００円 １申請につき１件とす

る。 

住宅性能

評価書又

は確認書

３０，０００円
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及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

第

８

条

の

規

定

に

基

づ

く

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

等

変

更

を添付し

ない場合

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合 

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 

１２，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

２０，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

３３，０００円

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 

３０，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

６５，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

１０４，０００円

住宅

を新

築す

る場

合以

外の

場合 

一 戸

建 て

の 住

宅 

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付す

る場合 

１７，０００円

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

４４，０００円

一 戸

建 て

住宅性能

評価書又

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 
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に

係

る

認

定

の

申

請

の 住

宅 以

外 の

住 宅

は確認書

を添付す

る場合 

１７，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

２９，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

４８，０００円

住宅性能

評価書又

は確認書

を添付し

ない場合

一棟当たりの申請戸数

が１戸のもの 

４４，０００円

一棟当たりの申請戸数

が２戸以上５戸以下の

もの 

９７，０００円

一棟当たりの申請戸数

が６戸以上のもの 

１５５，０００円

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

一 戸 建 て の

住 宅 （ 人 の

居 住 の 用 以

外 の 用 途 に

供 す る 部 分

を 有 し な い

も の に 限

る 。 以 下 こ

の 部 か ら 次

の 次 の 部 ま

で に お い て

同じ。） 

適合証明

（市長が

定める機

関が交付

した都市

の低炭素

化の促進

に関する

法律第５

４条第１

項第１号

に掲げる

基準に適

合するこ

とを証す

る書面。

５，０００円 １申請につき１件とす

る。なお、都市の低炭

素化の促進に関する法

律第５４条第２項の規

定により申し出る場合

は、建築基準法第６条

第１項の規定に基づく

建築物の建築等に関す

る確認の申請又は同法

第１８条第２項の規定

に基づく建築物の建築

等に関する計画の通知

の項の手数料を左欄の

金額に加算し、手数料

を 納 付 す る も の と す

る。 
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（

平

成

２

４

年

法

律

第

８

４

号

）

第

５

３

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

く

低

炭

素

建

築

物

新

以下この

部におい

て同じ。

）を添付

する場合

適合証明

を添付し

ない場合

都市の低炭素化の促進

に関する法律第５４条

第１項第１号の経済産

業大臣、国土交通大臣

及び環境大臣が定める

基準のうち市長が別に

定めるもの（以下この

部から次の次の部まで

において単に「市長が

定 め る 基 準 」 と い

う。）による審査にあ

っ て は １ ８ ， ０ ０ ０

円、その他の基準によ

る 審 査 に あ っ て は ３

７，０００円 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住 戸

部 分

（ 人

の 居

住 の

用 に

供 す

る 部

分（ 

共 用

廊 下

、 共

用 階

段 そ

適合証明

を添付す

る場合 

申請に係る戸数（以下

この部及び次の部にお

いて「申請戸数」とい

う。）が１戸のもの 

５，０００円

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

１０，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

１７，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

申請戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は １
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築

等

計

画

に

係

る

認

定

の

申

請

の 他

の 市

長 が

共 用

部 分

と 認

め る

も の

（ 以

下 こ

の 部

か ら

次 の

次 の

部 ま

で に

お い

て「 

共 用

部 分

」 と

い う

。 ）

を 除

く 。

） を

い う

。 以

下 こ

の 部

か ら

次 の

次 の

部 ま

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては３７，０００円

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ３

５，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては７５，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ５

１，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては１０６，０００

円 
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で に

お い

て 同

じ 。

） 

共 用

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

１０，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

１１８，０００円

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

適合証明

を添付す

る場合 

１０，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ９

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては２４６，０００

円 

そ の 他 の 建

築物 

適合証明

を添付す

る場合 

１０，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ９

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては２４６，０００

円 

都

市

の

低

炭

一 戸 建 て の

住宅 

適合証明

（市長が

定める機

関が交付

した都市

３，０００円 １申請につき１件とす

る。なお、都市の低炭

素化の促進に関する法

律第５５条第２項にお

いて準用する同法第５
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素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

第

５

５

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

く

低

炭

素

建

築

物

新

築

等

の低炭素

化の促進

に関する

法律第５

５条第２

項におい

て準用す

る同法第

５４条第

１項第１

号に掲げ

る基準に

適合する

ことを証

す る 書

面。以下

この部に

おいて同

じ。）を

添付する

場合 

４条第２項の規定によ

り申し出る場合は、建

築基準法第６条第１項

の規定に基づく建築物

の建築等に関する確認

の申請又は同法第１８

条第２項の規定に基づ

く建築物の建築等に関

する計画の通知の項の

手数料を左欄の金額に

加算し、手数料を納付

するものする。 

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る審査にあっては９，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は１９，０００円 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住 戸

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

申請戸数が１戸のもの

３，０００円

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

６，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

１０，０００円
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計

画

変

更

に

係

る

認

定

の

申

請

適合証明

を添付し

ない場合

申請戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る審査にあっては９，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は１９，０００円 

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は １

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては３８，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ２

７，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては５５，０００円

共 用

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

６，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

６０，０００円

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

適合証明

を添付す

る場合 

６，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ４

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては１２４，０００
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円 

そ の 他 の 建

築物 

適合証明

を添付す

る場合 

６，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ４

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては１２４，０００

円 

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

平

成

２

一 戸 建 て の

住宅 

適合証明

（市長が

定める機

関が交付

した都市

の低炭素

化の促進

に関する

法律第５

４条第１

項第１号

（同法第

５５条第

２項にお

いて準用

する場合

を含む。

）に掲げ

る基準に

適合する

ことを証

す る 書

面。以下

この部に

１，０００円 １申請につき１件とす

る。 
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４

年

国

土

交

通

省

令

第

８

６

号

）

第

４

６

条

の

２

の

規

定

に

基

づ

く

軽

微

な

変

更

に

該

当

おいて同

じ。）を

添付する

場合 

適合証明

を添付し

ない場合

市 長 が 定 め る 基 準 に

よ る 審 査 に あ っ て は

４ ， ０ ０ ０ 円 、 そ の

他 の 基 準 に よ る 審 査

に あ っ て は ９ ， ０ ０

０円 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住 戸

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

証明に係る戸数（以下

この部において「証明

戸数」という。）が１

戸のもの 

１，０００円

証明戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

３，０００円

証明戸数が６戸以上の

もの 

５，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

証明戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る審査にあっては４，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は９，０００円 

証明戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る審査にあっては９，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は１９，０００円 
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し

て

い

る

こ

と

を

証

す

る

書

面

の

交

付

証明戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は １

３，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては２７，０００円

共 用

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

３，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

３０，０００円

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

適合証明

を添付す

る場合 

３，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ２

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては６２，０００円

そ の 他 の 建

築物 

適合証明

を添付す

る場合 

３，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ２

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては６２，０００円

建

築

物

の

エ

一 戸 建 て の

住 宅 （ 人 の

居 住 の 用 以

外 の 用 途 に

供 す る 部 分

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

５，０００円 １申請又は１通知につ

き１件とする。 
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ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

第

１

１

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

く

建

築

を 有 し な い

も の に 限

る 。 以 下 こ

の 部 か ら 建

築 物 の エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上

等 に 関 す る

法 律 施 行 規

則 第 ２ ８ 条

の 建 築 物 エ

ネ ル ギ ー 消

費 性 能 向 上

計 画 に 係 る

規 定 に 基 づ

く 軽 微 な 変

更 に 該 当 し

て い る こ と

を 証 す る 書

面 の 交 付 の

部 ま で に お

いて同じ。）

載された

他の建築

物の場合

その他の

場合 

建 築 物 の エ ネ ル ギ

ー消費性能の向上等に

関する法律第２条第１

項第３号に規定する建

築物エネルギー消費性

能基準又は同法第３０

条第１項第１号に規定

する建築物エネルギー

消費性能誘導基準のう

ち、市長が別に定める

もの（以下この部、次

の部及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規

則第１３条の建築物エ

ネルギー消費性能確保

計画に係る規定に基づ

く軽微な変更に該当し

ていることを証する書

面の交付の部において

単に「市長が定める基

準」という。）による

判定にあっては１８，

０００円、その他の基

準による判定にあって

は３７，０００円 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 戸

部 分

（ 人

の 居

住 の

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

判定に係る戸数（以下

この部及び次の部にお

いて「判定戸数」とい

う。）が１戸のもの 

５，０００円



- 22 - 

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

の

申

請

又

は

同

法

第

１

２

条

第

２

項

に

基

づ

く

適

住 宅 用 に

供 す

る 部

分 （

共 用

廊 下

、 共

用 階

段 そ

の 他

の 市

長 が

共 用

部 分

と 認

め る

も の

（ 以

下 こ

の 部

か ら

建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 の

向 上

等 に

関 す

る 法

律 施

行 規

載された

他の建築

物の場合

判定戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

１０，０００円

判定戸数が６戸以上の

もの 

１７，０００円

その他の

場合 

判定戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は １

８，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては３７，０００円

判定戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ３

５，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては７５，０００円

判定戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ５

１，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては１０６，０００

円 
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合

性

判

定

の

通

知

則 第

２ ８

条 の

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

向 上

計 画

に 係

る 規

定 に

基 づ

く 軽

微 な

変 更

に 該

当 し

て い

る こ

と を

証 す

る 書

面 の

交 付

の 部

ま で

に お

い て

「 共

用 部

分 」



- 24 - 

と い

う 。

） を

除 く

。 ）

を い

う 。

以 下

こ の

部 か

ら 建

築 物

の エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

の 向

上 等

に 関

す る

法 律

施 行

規 則

第 ２

８ 条

の 建

築 物

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 向

上 計



- 25 - 

画 に

係 る

規 定

に 基

づ く

軽 微

な 変

更 に

該 当

し て

い る

こ と

を 証

す る

書 面

の 交

付 の

部 ま

で に

お い

て 同

じ 。

） 

共 用

部 分

（ 建

築 物

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 基

準 等

を 定

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物又は基

準省令第

４条第３

項第２号

１０，０００円



- 26 - 

め る

省 令

（ 以

下 こ

の 部

か ら

建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 の

向 上

等 に

関 す

る 法

律 施

行 規

則 第

２ ８

条 の

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

向 上

計 画

に 係

る 規

定 に

基 づ

若しくは

第１３条

第３項第

２号の規

定を適用

する建築

物であっ

て、判定

に係る部

分が共用

部分のみ

のものの

場合 

その他の

場合（基

準省令第

４条第３

項第１号

又は第１

３条第３

項第１号

の規定を

適用する

建築物に

係るもの

に限る。

） 

１１８，０００円



- 27 - 

く 軽

微 な

変 更

に 該

当 し

て い

る こ

と を

証 す

る 書

面 の

交 付

の 部

ま で

に お

い て

「 基

準 省

令 」

と い

う 。

） 第

４ 条

第 ３

項 第

１ 号

若 し

く は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

１ 号

の 規



- 28 - 

定 を

適 用

す る

建 築

物 又

は 基

準 省

令 第

４ 条

第 ３

項 第

２ 号

若 し

く は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

２ 号

の 規

定 を

適 用

す る

建 築

物 で

あ っ

て 、

判 定

に 係

る 部

分 が

共 用

部 分

の み



- 29 - 

の も

の に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

１０，０００円

その

他の

場合

工場

等（

工場

、倉

庫そ

の他

エネ

ルギ

ーの

使用

の状

況が

これ

らに

類す

るも

のを

いう

。以

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ９

４，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては２４６，０００

円 



- 30 - 

下こ

の部

から

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能の

向上

等に

関す

る法

律施

行規

則第

２８

条の

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

向上

計画

に係

る規

定に

基づ

く軽

微な

変更
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に該

当し

てい

るこ

とを

証す

る書

面の

交付

の部

まで

にお

いて

同じ

。）

の用

途に

供す

る部

分を

除い

た部

分 

工場

等の

用途

に供

する

部分

２０，０００円

その他の建築

物 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

１０，０００円
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載された

他の建築

物の場合

その

他の

場合

工場

等の

用途

に供

する

部分

を除

いた

部分

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ９

４，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては２４６，０００

円 

工場

等の

用途

に供

する

部分

２０，０００円

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

一戸建ての

住宅 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

３，０００円 １申請又は１通知につ

き１件とする。 

その他の

場合 

市長が定める基準によ

る判定にあっては９，

０００円、その他の基

準による判定にあって

は１９，０００円 

一 戸

建 て

住 戸

部 分

認定建築

物エネル

判定戸数が１戸のもの

３，０００円



- 33 - 

上

等

に

関

す

る

法

律

第

１

１

条

第

２

項

に

基

づ

く

計

画

変

更

に

関

わ

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

の 住

宅 以

外 の

住宅

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

判定戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

６，０００円

判定戸数が６戸以上の

もの 

１０，０００円

その他の

場合 

判定戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る判定にあっては９，

０００円、その他の基

準による判定にあって

は１９，０００円 

判定戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は １

８，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては３８，０００円

 判定戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ２

７，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては５５，０００円

共 用

部 分

（ 基

準 省

令 第

４ 条

第 ３

項 第

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物又は基

６，０００円



- 34 - 

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

の

申

請

又

は

第

１

２

条

第

３

項

に

基

づ

く

計

画

変

更

に

関

わ

る

１ 号

若 し

く は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

１ 号

の 規

定 を

適 用

す る

建 築

物 又

は 基

準 省

令 第

４ 条

第 ３

項 第

２ 号

若 し

く は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

２ 号

の 規

定 を

適 用

す る

建 築

物 で

準省令第

４条第３

項第２号

若しくは

第１３条

第３項第

２号の規

定を適用

する建築

物であっ

て、判定

に係る部

分が共用

部分のみ

のものの

場合 

その他の

場合（基

準省令第

４条第３

項第１号

又は第１

３条第３

項第１号

の規定を

適用する

建築物の

場合に限

る。） 

６０，０００円



- 35 - 

適

合

性

判

定

の

通

知

あ っ

て 、

判 定

に 係

る 部

分 が

共 用

部 分

の み

の も

の に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

６，０００円

 その

他の

場合

工場

等の

用途

に供

する

部分

を除

いた

部分

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ４

８，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては１２４，０００

円 

工場 １１，０００円



- 36 - 

等の

用途

に供

する

部分

そ の 他 の 建

築物 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

６，０００円

その

他の

場合

工場

等の

用途

に供

する

部分

を除

いた

部分

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ４

８，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては１２４，０００

円 

工場

等の

用途

に供

する

部分

１１，０００円

建

築

物

の

エ

ネ

一戸建ての

住宅 

適合証明

（市長が

定める機

関が交付

した建築

物のエネ

５，０００円 １申請につき１件とす

る。ただし、次に該当

するものは、当該規定

により手数料を納付す

るものとする。 

１  建築物のエネルギ
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ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

第

２

９

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

く

建

築

物

ルギー消

費性能の

向上等に

関する法

律第３０

条第１項

第１号に

掲げる基

準に適合

すること

を証する

書面。以

下この部

において

同じ。）

を添付す

る場合 

ー 消 費性 能の 向 上等

に 関 する 法律 第 ３０

条第 ２項 の規定によ

り申 し出 る場合は、

建築 基準 法第６条第

１項 の規 定に基づく

建築 物の 建築等に関

する 確認 の申請又は

同法 第１ ８条第２項

の規 定に 基づく建築

物の 建築 等に関する

計画 の通 知の項の手

数料 を左 欄の金額に

加算 し、 納付するも

のとする。 

２  建築物のエネルギ

ー 消 費性 能の 向 上等

に関 する 法律第２９

条第 ３項 各号に掲げ

る事 項を 記載する場

合に おけ る手数料の

額は 、申 請に係るそ

れぞ れの 建築物の左

欄に 掲げ る金額を合

算し た金 額とし、納

付するものとする。 

適合証明

を添付し

ない場合

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第３０条第１項

第１号に規定する建築

物エネルギー消費性能

誘導基準のうち市長が

別に定めるもの（以下

この部、次の部及び次

の次の次の部において

単に「市長が定める基

準」という。）による

審査にあっては１８，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は３７，０００円 

一 戸

建 て

住 戸

部 分

適合証明

を添付す

申請に係る戸数（以下

この部及び次の部にお
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エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

に

係

る

認

定

の

申

請

の 住

宅 以

外 の

住宅 

 る場合 いて「申請戸数」とい

う。）が１戸のもの 

５，０００円

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

１０，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

１７，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

申請戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は １

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては３７，０００円

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ３

５，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては７５，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ５

１，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては１０６，０００

円 

共 用

部 分

（ 基

準 省

適合証明

を添付す

る場合 

１０，０００円

適合証明 １１８，０００円
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令 第

４ 条

第 ３

項 第

１ 号

又 は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

１ 号

の 規

定 を

適 用

す る

建 築

物 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

を添付し

ない場合

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

適合証明

を添付す

る場合 

１０，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ９

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては２４６，０００

円 

その他の建築

物 

適合証明

を添付す

る場合 

１０，０００円
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適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ９

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては２４６，０００

円 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

第

３

１

条

第

一戸建ての住

宅 

適合証明

（市長が

定める機

関が交付

した建築

物のエネ

ルギー消

費性能の

向上等に

関する法

律第３１

条第２項

において

準用する

同法第３

０条第１

項第１号

に掲げる

基準に適

合するこ

とを証す

る書面。

以下この

部におい

て同じ。

）を添付

する場合

３，０００円 １申請につき１件とす

る。ただし、次に該当

するものは、当該規定

により手数料を納付す

るものとする。 

１  建築物のエネルギ

ー 消 費性 能の 向上等

に関 する 法律第３１

条第 ２項 において準

用す る同 法第３０条

第２ 項の 規定により

申し 出る 場合は、建

築基 準法 第６条第１

項の 規定 に基づく建

築物 の建 築等に関す

る確 認の 申請又は同

法第 １８ 条第２項の

規定 に基 づく建築物

の建 築等 に関する計

画の 通知 の項の手数

料を 左欄 の金額に加

算し 、納 付するもの

とする。 

２  変更（建築物のエ

ネ ル ギー 消費 性能の

向上 等に 関する法律

第２ ９条 第１項の認

定を 受け た建築物エ適合証明 市長が定める基準によ
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１

項

の

規

定

に

基

づ

く

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

変

更

に

係

る

認

定

の

申

を添付し

ない場合

る審査にあっては９，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は１９，０００円 

ネ ル ギー 消費 性 能向

上 計 画（ 以下 こ の部

にお いて 「計画」と

いう 。） に係る建築

物に 関し 同条第３項

各号 に掲 げる事項を

新た に記 載する場合

又は 削除 する場合を

除く 。） に係る建築

物が ２以 上ある場合

にお ける 手数料の額

は、 申請 に係るそれ

ぞれ の建 築物の左欄

に掲 げる 金額を合算

した 額と し、納付す

るものとする。 

３  計画に建築物のエ

ネ ル ギー 消費 性 能の

向上 等に 関する法律

第２ ９条 第３項各号

に掲 げる 事項を新た

に記 載す る場合にお

ける 手数 料の額は、

同条 第１ 項の規定に

基づ く認 定の申請と

みな して 前の部の規

定を 適用 して算定す

る。 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住 戸

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

申請戸数が１戸のもの

３，０００円

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

６，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

１０，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

申請戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る審査にあっては９，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は１９，０００円 

申請戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は １

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては３８，０００円

申請戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ２

７，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては５５，０００円

共 用

部 分

適合証明

を添付す

６，０００円
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請 （ 基

準 省

令 第

４ 条

第 ３

項 第

１ 号

又 は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

１ 号

の 規

定 を

適 用

す る

建 築

物 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

る場合 

適合証明

を添付し

ない場合

６０，０００円

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

適合証明

を添付す

る場合 

６，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ４

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては１２４，０００

円 

その他の建築 適合証明 ６，０００円
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物 を添付す

る場合 

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ４

８，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては１２４，０００

円 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

施

行

規

一戸建ての住

宅 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

１，０００円 １申請につき１件とす

る。 

その他の

場合 

市長が定める基準によ

る判定にあっては４，

０００円、その他の基

準による判定にあって

は９，０００円 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住 戸

部 分

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

判定に係る戸数（以下

この部において「判定

戸数」という。）が１

戸のもの 

１，０００円

判定戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

３，０００円

判定戸数が６戸以上の

もの 

５，０００円

その他の

場合 

判定戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ
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則

第

１

３

条

の

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

確

保

計

画

に

係

る

規

定

に

基

づ

く

軽

微

な

る判定にあっては４，

０００円、その他の基

準による判定にあって

は９，０００円 

判定戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る判定にあっては９，

０００円、その他の基

準による判定にあって

は１９，０００円 

判定戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は １

３，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては２７，０００円

 共 用

部 分

（ 基

準 省

令 第

４ 条

第 ３

項 第

１ 号

若 し

く は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

１ 号

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物又は基

準省令第

４条第３

項第２号

若しくは

第１３条

第３項第

２号の規

定を適用

３，０００円



- 45 - 

変

更

に

該

当

し

て

い

る

こ

と

を

証

す

る

書

面

の

交

付

の 規

定 を

適 用

す る

建 築

物 又

は 同

省 令

第 ４

条 第

３ 項

第 ２

号 若

し く

は 第

１ ３

条 第

３ 項

第 ２

号 の

規 定

を 適

用 す

る 建

築 物

で あ

っ て

、 判

定 に

係 る

部 分

が 共

用 部

分 の

する建築

物であっ

て、判定

に係る部

分が共用

部分のみ

のものの

場合 

その他の

場合（基

準省令第

４条第３

項第１号

又は第１

３条第３

項第１号

の規定を

適用する

建築物に

係るもの

に限る。

） 

３０，０００円
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み の

も の

に 係

る も

の に

限 る

。） 

 住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

計画に記

載された

他の建築

物の場合

３，０００円

その

他の

場合

工場

等の

用途

に供

する

部分

を除

いた

部分

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ２

４，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては６２，０００円

工場

等の

用途

に供

する

部分

５，０００円

その他の建築

物 

認定建築

物エネル

ギー消費

性能向上

３，０００円
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計画に記

載された

他の建築

物の場合

その

他の

場合

工場

等の

用途

に供

する

部分

を除

いた

部分

市長が定める基準によ

る 判 定 に あ っ て は ２

４，０００円、その他

の基準による判定にあ

っては６２，０００円

工場

等の

用途

に供

する

部分

５，０００円

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

一戸建ての住

宅 

適合証明

（市長が

定める機

関が交付

した建築

物のエネ

ルギー消

費性能の

向上等に

関する法

律第３０

条第１項

第１号（

同法第３

１条第２

１，０００円 １申請につき１件とす

る。 
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上

等

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

第

２

８

条

の

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

に

項におい

て準用す

る場合を

含む。）

に掲げる

基準に適

合するこ

とを証す

る書面。

以下この

部におい

て同じ。

）を添付

する場合

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る審査にあっては４，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は９，０００円 

一 戸

建 て

の 住

宅 以

外 の

住 宅

住 戸

部 分

適合証明

を添付す

る場合 

証明に係る戸数（以下

この部において「証明

戸数」という。）が１

戸のもの 

１，０００円

証明戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

３，０００円

証明戸数が６戸以上の

もの 

５，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

証明戸数が１戸のもの

市長が定める基準によ

る審査にあっては４，

０００円、その他の基
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係

る

規

定

に

基

づ

く

軽

微

な

変

更

に

該

当

し

て

い

る

こ

と

を

証

す

る

書

面

の

交

付

準による審査にあって

は９，０００円 

証明戸数が２戸以上５

戸以下のもの 

市長が定める基準によ

る審査にあっては９，

０００円、その他の基

準による審査にあって

は１９，０００円 

証明戸数が６戸以上の

もの 

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は １

３，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては２７，０００円

共 用

部 分

（ 基

準 省

令 第

４ 条

第 ３

項 第

１ 号

又 は

第 １

３ 条

第 ３

項 第

１ 号

の 規

定 を

適 用

適合証明

を添付す

る場合 

３，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

３０，０００円
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す る

建 築

物 に

係 る

も の

に 限

る 。

） 

住 戸

部 分

及 び

共 用

部 分

以 外

の 部

分 

適合証明

を添付す

る場合 

３，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ２

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては６２，０００円

そ の 他 の 建

築物 

適合証明

を添付す

る場合 

３，０００円

適合証明

を添付し

ない場合

市長が定める基準によ

る 審 査 に あ っ て は ２

４，０００円、その他

の基準による審査にあ

っては６２，０００円

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 





































































































































































       参考資料 

磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（建築物省エネ法等改正に伴う手数料等の改正）

１ 法改正の概要                                   

 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギー消費量の約３割を占める住宅・ 

 建築物分野の取り組みが必要不可欠になります。 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（建築物省エネ法）及び 

建築基準法が令和４年６月に改正され、３年以内に４段階に分けて施行されます。 

 省エネ基準適合義務の対象拡大により、原則、全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合

を義務付ける改正等が行われます。 

 木造建築物の建築確認手続き等の改正により、建築確認審査の対象規模や、 

仕様規定（壁量計算等）で構造安全性を確認できる木造建築物の規模が変更されます。 

 これらの変更により、小規模な建築物（木造２階以下の住宅等）の審査権限がある 

市（限定特定行政庁）の業務範囲も改正されます。 

なお、その他の建築物の審査権限は、県（特定行政庁）になります。 

２ 手数料の改正                                  

 今回(４段階目)の改正は令和７年４月に施行予定であり、法改正に伴い必要となる 

各種申請手数料の設定や所要の改正を行います。（【別表 1】参照） 

 手数料額は、県（特定行政庁）と同額で設定しています。  

３ 影 響                                  

 省エネ基準適合義務化の対象が、全ての住宅・非住宅となるため、省エネ性能の 

底上げが図られます。        

 省エネ性能適合性判定や建築確認申請の殆どは、民間審査機関への申請であるが、 

法改正による件数増加により、市や県への申請増も想定されます。 

R5 市内対象件数 

（新築・増築等）
41 件 

 88 件  625 件 

計 713 件 



４ スケジュール                                

 令和７年１月 例規審査委員会の審査 

 令和７年２月 磐田市手数料条例の一部改正を、２月議会に提出 

 令和７年３月  広報いわた３月号で、法改正について周知 

 令和７年４月１日 改正法施行に合わせ、改正後の手数料条例を施行（予定） 

【別表１】 

手数料の種類 主な改正内容 

【建築基準法】 

建築確認申請  ※1 ・省エネ仕様基準加算（住宅）を追加 

・大規模修繕・模様替の場合を追記 

建築設備確認申請（昇降機等） ※1 ・手数料を新設 

建築完了検査申請  ※1 

（「中間検査を受けた場合」を含む）  

・省エネ完了検査加算に住宅区分を追加 

・大規模修繕・模様替の場合を追記 

建築設備完了検査申請（昇降機等） ※1 ・手数料を新設 

仮使用認定申請（新２号建築物のみ） ・手数料を新設 

【長期優良住宅普及促進法】 

長期優良認定申請 ・戸建以外の住宅 11 戸以上の区分を削除 

変更 長期優良認定申請 

【都市低炭素化促進法（エコまち法）】 

低炭素認定申請 ・戸建以外の住宅 11 戸以上の区分を削除 

・床面積 300 ㎡超の区分を削除 変更 低炭素認定申請 

（低炭素認定） 

 軽微変更該当証明書交付申請 

・手数料を新設 

【建築物省エネ法】 

省エネ性能適合性判定申請 ・住宅区分の追加 ・床面積 300 ㎡超の区

分を削除 ・複数棟認定の記載を修正 変更 省エネ性能適合性判定申請 

性能向上計画認定申請 ・戸建以外の住宅 11 戸以上の区分を削除 

・床面積 300 ㎡超の区分を削除 変更 性能向上計画認定申請 

省エネ基準適合認定申請（既存住宅） ・廃止（法改正後、認定制度廃止） 

（省エネ性能適合性判定） 

軽微変更該当証明書交付申請 

・住宅区分の追加 ・床面積 300 ㎡超の区

分を削除 ・複数棟認定の記載を修正 

（性能向上計画認定） 

軽微変更該当証明書交付申請 

・手数料を新設 

【全般】 ・法改正に伴う項ズレ等の修正 

※１ 計画通知（国、地方公共団体等の申請）を含む 


